
広報しかべ　令和５年12月号23

鹿部町内不法投棄等監視パトロール実施中 !!
～不法投棄は絶対にしないようにしましょう～

不法投棄をすると５年以下の懲役か１千万円以下の罰金を科せられます（併科の場合あり）。

▼お問い合わせは、役場民生課生活環境係（７－５２９０）へ。

混ぜればゴミ！分ければ資源！地球温暖化による環境
への負担などを減らすため、ゴミの分別・減量にご協
力をお願いします。

【１０月のゴミ回収量（一般ゴミ）】
　全体　88．62ｔ
　　　　（昨年度同月回収量81．73ｔ 6.89ｔ増）
　内訳　焼却処分　　66．82ｔ
　　　　リサイクル　15．59ｔ
　　　　埋立処分　　  6．21ｔ

燃え殻、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず、コンクリートくず、陶器くず　など

すべての事業活動
に伴うもの

産業廃棄物 建設業から生じる紙くず・木くず・繊維くず、紙製造業・
新聞業から生じる紙くず、木材・木製品製造業から生じる
木くず　など

特定の事業活動に
伴うもの

上記（産業廃棄物）以外の事業系ゴミ事業系一般廃棄物

　会社やお店など各種事業活動から出るゴミは「事業系ゴミ」といい「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」と町条例により、事業者はすべての事業系ゴミを「自らの責任で適正に処理すること」が義務付けら
れています。この事業系ゴミはゴミの種類や事業活動により「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」に区別さ
れます。
　事業系ゴミを処理する際は自ら処理施設に持ち込むか、産業廃棄物であれば道の許可を受けた収集運搬
業者、事業系一般廃棄物であれば町の許可を受けた収集運搬業者に処理を依頼してください。
※処理施設や許可業者は、役場民生課生活環境係にお問い合わせください。

ゴミの減量・分別に

ご協力を！ 事業所から出るゴミはゴミステーションに出せません

　開かれた身近な町政づくりを進めるため『語らい町長室』を開催しています。
　来庁していただく方法のほか、『語らいオンライン町長室』と『語らい出前町長室』も利用できま
す。開放予定日に限らず、公務などが入っていない日は可能な限り対応しますので、希望される方は
事前にお問い合わせください。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係（７－２１１１）へ。

■12月の開放予定日　12月15日（金）　午前９時から午後７時まで

七飯町で21日開催 申し込みは13日まで
音楽劇鑑賞ツアーに参加しませんか？

　鹿部町文化協会は、七飯町で開催される音楽劇
の鑑賞ツアーを行います。町内では鑑賞すること
のできない芸術作品を鑑賞しませんか？

〇日　時
　12月21日（木）午後５時出発
　午後10時ごろ解散予定
〇集合・解散場所
　中央公民館
　※鹿部中央公民館までの送迎は行いません。ご
　　了承願います。
〇鑑賞内容
　宝くじ文化公演
　「音楽劇　ピーターとオオカミ」
　出演・語り／西村まさ彦
　会　場／七飯町文化センターパイオニアホール
　開　演／午後６時30分（午後６時開場）
　主　催／七飯町、七飯町教育委員会、（一財）自
　　　　　治総合センター

　内　容／中央公民館に設置しているチラシをご
　　　　　覧ください。
〇参加料
　一　　　般／３,０００円
　　　　　（前売チケット料２,５００円込み）
　高校生以下／２,０００円
　　　　　（前売チケット料１,５００円込み）
〇申込方法
　参加料を持参のうえ、
12月13日（水）までに、
中央公民館窓口へお申込
みください。お申込み多
数の場合は抽選とさせて
いただきます。

▼お問い合わせは、教育
　委員会社会教育スポー
　ツ課社会教育・スポー
　ツ振興係（中央公民館内・７－３１２４）へ。

▼お問い合わせは、役場企画振興課広報広聴係（７－５２９７）へ。
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